
新たに採用された組合員のログイン方法（ 資格取得 ）

【　手続ナビ利用案内３頁　】

①

③

※ 組合員証がない新規組合員の方専用ページでは、書類作成履歴の確認や修正はできません。

④ 手続メニューを選択

②

※ コチラの入り口からログインする例
・４月１日資格取得者で福利課から組合員証が届かない者
・４月２日～翌年３月３１日資格取得者


	リーフレット
	リーフレット

	10_手続ナビ利用手引
	10_手続ナビ利用手引
	10_手続ナビ利用手引
	組合員証を持っている者
	組合員証がまだ届いていない者
	主な流れ
	書類ダウンロード方法






